
ニュージーランドのサステナビリティ開示・保証の
規制動向（2025年5月）
ニュージーランド外部報告審議会（XRB）は、気候基準の国際整合性について
市中協議を実施

2025年5月5日

XRBは、2022年12月に公表された「Aotearoa New Zealand Climate Standards」を国際基準と整合させることによるコスト
及び便益について、気候関連の報告をしている企業から意見を得るために情報要請（RFI）を公表しました。意見募集期
間は2025年6月13日までとなっています。

RFIは、報告基準の国際的な整合性の確保がXRBにとって重要な考慮事項であると述べています。ただし、RFIは、どの国際基
準と整合性を追求すべきかについては提案していません。気候関連開示を導入した、または導入過程のすべての国や地域が、
それらの開示を気候関連情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に基づいていることを認識しています。

RFIには、XRB基準との整合性に関連する可能性のある、国際的な開発動向が以下の通り列挙されています。
• 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）によるIFRS S1号およびIFRS S2号の発行
• オーストラリア会計基準審議会（AASB）によるIFRS S1号およびIFRS S2号に基づく基準の発行
• IFRS S2号を採択またはIFRS S2号と整合する法域（例:日本）
• 独自の基準を開発している法域（例：EU）
• GRI（Global Reporting Initiative）の基準を採用している企業

RFIは、XRB基準に基づいて報告をしている企業に、どの基準に整合するのが適切か、および今が適切な時期かどうかを尋ねて
います。またRFIは、整合する際に使用すべきプロセスについても尋ねています。

XRBはまた、XRBの気候基準と、AASB S2号「気候関連開示」との相互運用性（interoperability）の概要とツールを開発し
ました。概要とツールは、開示要求事項の整合性およびどちらの基準から開始する場合でも両方の基準に準拠するために知っ
ておくべき情報を説明しています。

詳細は、以下のXRBのウェブサイトをご覧ください。
• RFI：情報要請
• Interoperability overview and tool for XRB standards and AASB S2：XRB基準とAASB S2号との相互運用性の概要と

ツール

原文（英語）：New Zealand XRB consults on international alignment of its climate standards
※本資料はDeloitte & Touche LLPが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版については、有限
責任監査法人トーマツにお問い合わせください。日本語版と原文に相違がある場合には、原文の記事事項を優先します。
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サステナビリティ開示・保証の最新規制動向
日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめて
います。

https://www.iasplus.com/en/news/2022/12/nz-climate-standard
https://www.xrb.govt.nz/dmsdocument/5415/
https://www.xrb.govt.nz/dmsdocument/5411/
https://www.iasplus.com/en/news/2025/05/xrb-consultation
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/newsletter.html
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